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光市医師会報

3月 1l:l （本）

3月 2R（金）

3月 61.3（火）

3月 8口（木）

3月12A （月）

3月14日（水）

3月15円（木）

3月171オ（十）

3月18口（口）

3月19H （月）

3月201::1（火）

3月22日（木）

3月の医師会長

三井小学校保健委員会

地域医療支援病院審議委員会（周南）

周南地区臨床カンファレンス（J~J南記念病院）
平生看護専門学校講義

理事会（事務局）

自浄作用活性化委員会（県医師会）

介護認定審術会（あいぱーく）

光市との連絡会 （あいぱーく）

園医の集い（商工会館）

日本循環器学会（神戸）

II 

介護認定審査会（あいばーく）

症例検討会（光市立光総合病院）

光市学校保健委員会理事会（光市教育委員会）

光市三師会総会（松原屋）

山口県医師会連盟執行委員会（山口、松政）

月例会・講演会（商工会館）

2007. 3 

（ 

3月24fJ （土）

3月27円（火）

3月291.:l（木） 光市高齢者保健福祉計画等策定市民協議会（あいぱーく）

3月の医師会活動
I. 6（火） 3月 ・定例理事会
II. 14（水）光市との連絡会
田. 20 （火）第6回光医師会 ・光市立総合病合同症例検討会
IV. 22 （本）光市三師会総会
v. 27 （火）学術講演会＆月例会

定例理事会

日時：平成19年3月6口（火）午後7時30分より

議題：
1 .報告事項

1.山口県医師会代議品会（2/15)

2.地域包括医療支援病院審議委員会・他（3/1)
3.光市国民保険運併協議会（2/19)

4.光三師会役員会（2/22)

5.郡市医師会地域｜伝説t相当理事協議会（2/22)

II.協議・承認事項
1.連絡会の要常について

①基本健診の基本チェックについて

資料（わ 1.山口県医師会代謹員会（2/15)
臼時：平成19年2月15r1 ＜木）午後3時～5時

l.、I＇：成18年度第2回支部長会議

fill理事

貼医師会互助会19年度予算（会員年額30,000円）
2.臨時代議員会

①役員選挙
②医師会費研修医27,000円札000円へ
③山口県区療機能調査の実施、協力について

3.品油会
池上直己教授：2007年日本の医療を考える

（医師会事務所）
（あいばーく）
（光市立光総合病院）
（ホテル松原産）
（光商工会館2F) 

場所：光市疾師会事務局

CM村会長）
（河村会長）

（兼1t'f理が）
（河村会長）

（仰｜瑚 ’•Jf.)

（佃理悔）

場所：山口県医師会館 6階大会議室

（ 
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資料② 2.地域恒梧医療支援病院審議委員会（3/1)

日時：平成19年3月l口（木） 19時 場所：周南市（クレド・ギヤノレソン）

I.業務報告

2.地域連携室活動状況 7643回／年

3.歯科診療 258／～1日
4.病院だより

・周南地域医療連携運営委員会

平成16年より3年間、山口県より委託事業

I.在院日数（目標24日）
11. 16 (33日） → H.17(29.5日）→

H. 18（～1月） (25.3日）
2. NST委員会月 l回→加算12点／ 日 →年間1200万加算

3.今年で最後（年間200万の3年間）

資料③ 3.光市国民保験運営協議会（2/19)

日時・平成19年2月15日（木）午後2時より 場所：光市役所 3階 第1会議室

1平成19年度光市国民健康保険事業運営方針

( 1）執務体制の確立

国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、迅速かっ正確な事務処理体制の強化に努力するとともに、各種

研修会等への積極的な参加により職員の資質向上を図り、被保険者の福祉向上に努力する。

(2）被保険者の資格適用及び保険給付の適正化

ア被保険者の適用については、市広報紙等により市民に早期届出の励行の周知徹底を図るとともに、関係各課

と連携し、資格の適用の適正化に努める。

8月を資格適用適正化月間とし、擬制世帯の被保険者については生計維持関係や収入状況等を調査し、被用

者保険の被扶養者に該当すると思われる被保険者には通知指導等を行い、適用の適正化を図る。

イ保険給付ーの適正化については、きめこまかなレセプト点検及び縦覧点検を行うとともに、被保険者の資格点検、

給付発生原因の点検を積極的に実施する。

ウ交通事故等第三者行為に係る給付については、被害状況の届出、レセプトの点検、保険医療機関等への照

会により早期に実情を把握し、被保険者の安易な、あるいは不本意な示談による損需賠償請求権の放棄が本

人及び保険者に亘大な不利益をもたらすことのなしまうに求償事務を適切に行う。

(3）国民健康保険税の賦課

ア国民健康保険税は、国庫支出金・県支出金などとともに凶民健康保険事業における基本的収入であり、国保

財政の安定化のために医療費等の動向に対応した額が適正に課税されなければならない。

平成19年度の予算編成における店長出所要経費のうち、最も大きな部分を占める蝶養給付費の推計においては、

算定のもととなる被保険者l人当たりの費用額の伸びを、平成18年度決算見込額に対し0%とした結果、保険者

負担額ベースで一般被保険者分0.3%、退職被保険者等分9.1%、全体では4.7%の伸びが見込まれるところで

ある。

また、老人保健拠出金は、老人保健対象年齢の75歳到達者の発生に伴う老人医瞭費の増加の影響などから、

平成18年度決算見込額に対し、 9.4%の増加を、介護納付金は、国から提示される平成19年度介護保険第2号

被保険者l人当たり比込負担額が49,500円で4%引き上げられたが、前々年度介護納付金の精算に伴う納付額

の減少があったこと等により、平成18年度決算見込額に対し、8.5%の減少を見込んでいる。

なお、保険税率については、前年度繰越金を医療費等に充当することとしたためなどにより、医療費需要を満た

す一定水準の財源確保が見込まれることから、据え置くこととした。

イ保険税基礎課税額（医療分）の賦課限度額については、現在通常国会に地}j税法改正案が提出されていると

ころであるが、成立がほぼ確実であることから、平成19年度から現行の賦課限度額53万円を56万円に引き上げ

ることとして試算し、予算に反映させた。

(4）国民健康保険税の確保

ア健全な国保財政を維持し、納税義務者間の公平を保つためには、賦課された保険税は確実に徴収されなけ

ればならない。保険税収納率（現年課税分＋滞納繰越分）は、平成15年度77.5%、平成16年度79.6%、
平成17年度79.9%と、わずかながら毎年上昇しているが、滞納繰越分を除いた現年課税分の収納率は、

平成15年度94.2%、平成16年度94.1%、平成17年度93.5%と、平成16年度からは低下に転じている。この

ため、「夜間収納・相談窓口jの開設や、税務課職員の夜間徴収業務に対する管理職や関係職員の支援等

収納強化対策を継続実施するとともに、現状47.9%の口座振替利用率を平成21年度までに65%にすること

により、平成21年度までには、収納率を80%に上昇さすことを努力目標として、収納率の向上に努し、保険
税の健保を図るものとする。

イ 「被保険者資格証明書jの発行については、平成13年度から国民健康保険法に基づき実施しているところで

あるが、この証明書は医療給付の制限等を伴うため、一定の要件を満たす滞納者には「短期被保険者証Jを発

行して納付相談の機会等を増やし、納付促進を図ることにより、証明書の発行を来然に防ぐよう努めるものとする。

ウ被保険者証の定期更新（毎年9月）における配達記録郵便の導入は、被保険者の利便を図るため、平成14年

度から実施し、 今後も継続することとしているが、納付指導を要する世帯については、窓円での更新を原則とし、
納付相談の機会をできるかぎり増加させるよう努めるものとする。

(5）広報活動の推進
事業の円滑な運営を維持するためには、国保制度の趣旨、内容について十分な理解と協力が必要であり、

3 



光市医師会報 2007. 3 
市広報紙や市ホームページへの掲載、パンフレット等の配布に加え、市が全｝j＇的に取り組んでいる f出前

活座」をイ年効活用し ーJclの周知を図るものとする。

(6）保健事業の推進

被保険者の健康維持増進に寄与するため、保健師と密接な連携を保ちながら、病気の早期発見、早期治療等

竜症化防止効果等が認められる次の事業を実施することとした。

ア人間ドック必業

イはり及びきゅう施術費助成事業

ウ無受診lit{告に対するf健康優良家庭J表彰事業

健康優良家庭表彰対象者！士、 3年以上無受診の世帯・5年以上無受診の世帯・10年以上無受診の世帯

エ医療費通知事業

年6刷、すべての診療月を対象とした医療費の総額を通知することにより、健成立識の高揚を図る。

オ特定健診・特定保健指導実施計画策定事業

平成20年度から各医旅保険者は、当該医療保険の10歳から71歳までの被保険者を対象に、内臓脂肪型肥満

に起肉する軒尿病、尚血j五症、高脂血症等の生活習慣病の予防・改持を削るために特定健診．特定保健指導

が業を行うこととなるので、当該事業の実施計画を平成19年度に策定し、特定健診・特定保健指導事業が効果

的かつ円加に行えるよう準備を進める。

資料⑨ 5.郡市医師会地域医療担当理事協議会（2/22)

日時：平成19年2月22n c木）午後3時～ 場所：山口県医師会館 6階大会議室

ill U県医僚機能調査の実施について

1 調査の目的

山口県医療機能訓査（以下「調査Jとし、う。）は、県内の医療機関が有するi豆械機能等を調査し、医療機関相互の ( 

連携推進、医療提供体制の構築に関する検討資料及び山口県保健医療JI・l耐の改定に係る基礎資料を得ることを ＼ 

目的とする。

2調査の視点

04疾病及び5 ・ii:~に係る予防、発症から入院そして在宅に復帰するまでの医療の流れを県民に分かりゃすく明示
すること

Oそのために必要な医療機能の現状等を明らかにすること。

※ i疾病及び5;ip:業とは、 fがん、脳卒中、急性心筋梗寒及び糖尿病の4疾病並びに救急医療、災害時における

医療、へき地の医療、周産期医療及び小児医療（小児救急医療を合む。）の5＇ド業 Jをし、う。

3 ~F.な調1i項H
O医療機関の属件.<rm設主体、許可病床数、病床の内訳など）

0医療機関が提供している俣療機能（疾病分類別医療機能、診療情報の提供や医療連携体制の状況など）

O布吉区療、リハビリテーション、緩和ケア等の提供状況など

4調査の実胞）j法等（県医師会に委託）

0調査対象：半成t811.:.12月31日において開設してしも全ての病院及び診械所を調査の客体とする。

O調作）j法：調査法の発送・回収による需面調査

0調査時点：ポJ戊19年3月1日
5 調1主結＊のr.号丹l

今回の，J,',j査に基づく医療機能については、山口県保健医療計1rnjの見直しにおいて、医僚連携体制の明示の 〆

一環として、｜刷版機関リストへの掲載等に活用するほか、必要に応じ、次期当該計画で公表する。なお、当該 ¥.. 

調査に回答しない医療機関については、医療機関リストに掲t依することができない可能性がある。

資料⑤ 1.連絡会の要望について（vs光市、平成19年3月14日（水））

基本健診のチェックリストについて

l.一通2500円＋消費税を希望します。

理由l.窓円で完令．に一人の職員を占手まされてしまう。

理由2.礁ドテスト、アルプPミン検査などが付加され、人件費・検査コストが加わる

理由3.r生活機能評価jは高度な医学的判断である。医師の専門的診断には相応の対価が付く品、うのが社会的通念である

理由4 .この診断；~！i包括支援センターに提出するもので診療報酬提供料（ I ）に該当すると思われる。

2.質問内容に患者さんが同意しなければ回答しなくて良L、か？

理由l.「n分が役に、工つ人間だと，思えなし、Jとし、う質問は人間の尊厳に関わる・ド項です。

理由2.「パスやむtドで一人で外出していますかjをはじめとする質問は出来ないのとやらないことのとの区別がなし、。

質問する恨拠を感じない。

3.集計結果会簡ljl.でいいですから知らせて頂きたい。

•B009 『， ~i~t8H！提供料（ I ) 250点
注2 . 保険医療機関が，診療に基づき患者の同意を得て，当該患者の店・住地を~；，陪する市町村又は介護保険法第46条

第1項の則定により都道府県知事が指定する指定居宅介護支援事業者怜に対して，診牒状況を示す文書を添えて，

¥Jl i誠忠在に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に， fjJ右l人につき凡 i回に限り算定する。

注5.保険院総機関が， l珍岐に基づき患者の同意を得て，介護保険法第8条第25.l頁に規定する介護老人保健施設（当該

保険医療機関と同ーの敷地内にある介護老人保健施設その他これに準ずる介護老人保健施設を除く。）に対して，

診療状況を示す）（.・3を添えて患者の紹介を行った場合！こ，患者l人につき月 lli:!Iに限り算定する。

光市との連絡会
4 n n;J：平fJXl9it3月14日 場初プ垣市がを下福祉センターあいはーく光
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議題

1.健診やインフノレエンザの窓口徴収の振込について
2.源泉徴収額を振り込み通知書に銘記して欲しい。

3.基本健診の基本チェックリストについて
4.休日診療所について

2007. 3 

ill. 第6回 光医師 ・光市立病院（光総合 ・大和総合）会合同症例検討会

日時：平成19年3月20A （火）年後7時より 場所：光市立光総合病院 2階講義室

光市医師会長河村 康明

光市医師会学術担当理事竹中博昭

光市立光総合病院外科同一斉先生

~TY 

患者： 74言語、男性。

既往屋、家族歴：特記すべきことなし。

喫煙歴： 1日90本 20怠～74重量
主訴：血痕

君臨病歴： 2006年 7月 24日血液を主訴に当院耳鼻科を受診した.8 

月 7日内科に紹介され、 B相官事単純エyクス線写真上友脈上.の麗箔

S酵を指摘された。精査の結呆左筋書置と診断され手術目的で9月 7日

外科紹介となった。

血液検査所見： Jfn.算、肝 ・腎機館、電解貨に異常を認めなかった。
厩11マーカーはCEA6.2 ng/ml今 SLX35 UhnL, CYFRA 1.5 ng/皿L
ProGRP 22.6 pg/m.LとCEAのみ軽度上鼻を認めた．

2.前立腺癌の治療について

手術： 10月 6a V.N叩 下coren帥 dlebiopザ 4左上業切徐。

病理検査 ：紡錘形締飽と巨細胞のみからなる多形癒と診断

T2NOMO, stage I B 

経過
12月5日 MRIで小脳転移、 σTで左闘i腎転移 ｛径30血皿｝

CEA 4.2ng/ml令 CYFRA1.4ng/mL, ProGRP 13.9pg/m.L 
12月20日 小脳転移巣切除

1月24日CBDCA+Pl'X第 1コース
CEA4.4ng/mムCYFRAl.Ongプ血L,ProGRP 17.9pg/m.L 
σrで左側腎腫ll後 55血血

2月 14 日 CBDCA+PTX~店 2 コース
CTで左側軍捕錫径60m皿

3月 7 日 CBDCA+PTX~官 3::r－ス

光市立光総合病院泌尿器科井本勝彦先生

下部尿路の構造（正中矢状面）

男性

（ 

m

…ハ
仲
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3.睡眠時無呼吸症候群 光市~大和総合病院耳鼻咽喉科佐野充先生

6 
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N. 光市三師会総会
日時・平成19年3月22日（木）年後7時より （ホテノレ松原屋）

JO 
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発送番号

月 日

3 1 事務連絡

｜幻医発74 2 

5 山医発747

9 山民発75 9 

事務連絡

1 2 山医発765

山門県医師会

山口県医師会

1 3 山灰発76 1 

山口県医師会
ー、

1 5 山口県医師会
_, 

山口県医師会

山医発77 0 

U I~発 774

20 山医保発 11 3 

1 11~保発 1 1 5 

24 山医発788

山震発79 2 

111口県医師会

山口県医師会

2 7 山医発79 7 

山医発80 1 

山口県灰師会

2 9 山医発802

山医発808

山｜実発81 0 

山医発8l 1 

山口県~師会

山口県疾師会

2007. 3 

連絡事項

通達文書名

インフノレエンザ治療開始後の注意事嘆についてのお願い

Ill口集病院内保育所遼常費補助事業実施要綱のー部改正について

円本医師会員に対する MMJ(The Mainichi Medical Journal)の無償問布について

「111口県医師会母体保護法指定医師の指定規程Jの送付について

新人看護職員臨床実践能力向上推進事業（教育担当者研修）の実施について

新人助産師臨床実践能力向上推進事業（指導者研修）の実施について

新人助産師臨床実践能力向上推進事業の実施について

平成 18年度学校医等研修会の助成について

医療法の改正により新たに創設された制度等の周知について

輪番制の当番医等における時間外加算点数について

労災診療費審査庶検事務の補助に係る試行について

評価療養に係る費用の消費税の取扱いについて

平成19年度「看護の円J及び「看護週間」について

高額療養費の現物給付｛ヒについて

第 38回全国学校保健 ・学校医大会開催について

第一考会員の会費定額制への移行について

70歳未満の者の入院等に係る高額療養費の現物給付化について

被保険者証の送付について

平成 l8年度日本医師会生涯教育制度申特のお願い

平成 19年度広域予防接種の実施について

リハビリテーション料の見直しに関する諮問及び答申について

労災診療援護貸付金貸付契約を締結している労災指定医療機関に対する労災診療費の支払回数の変更につ

いて

第 15 6固定例代議員会の開催について

広告が可能な医師の専門性に関する資格名等について

「｜実療安全管理指針のモデルJ改訂版の送付ならびにホームページ掲載について

平成19年度日本医師会生涯教育制度について

第 38回全国学校保健 ・学校医大会分科会における研究発表の演題募集について

平成］ 9年度「山口県介護支援専門員実務研修受講試験j事前講習会の開催について

平成19年度母子保健事業委託名簿の送付について

医療広告ガイドラインについて

掲示事項等告示の一部改正について
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内科系 外科系

3/ 4（日） 45 27 
11 （日） 27 3 
18（日） 39 18 
21 （水） 57 29 
25（日） 84 6 

計 I252 83 
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12 

合同症例検討会も第6回目となりました。開業医の先生からの発点がもう少し欲しいと思います。

もう在です。ロタだ、のノロだ、の、ウィルスによる胃腸炎が多くみられました1 子供も大人も免疫力の低下が

みられるのでしょうか。点南アジアに行って、下痢するのは決まってn本人だ、とか地面に落ちたものを

食べると不潔、擦り傷につばをつけても、消毒にはならない、かえって口腔内のばい菌を塗っている

ようなもの・・・って本当？もうちょっと、ワイルドに生きたし、ものです。

紙面の都合で今月の学術講演会の記述は次号に回します

発行所光医師会
TEL(0833) 72-2234 

発行日？－成19年 3月31日
発行省河村康明
編集者広報担当
印刷所光rlj光井一丁目 15番20号

Iド村印刷株式会社


